
内（本）

010内 閣 本 府

010内 閣 本 府 共 通 費

1 21-95拉致被害者等の支援に必
要な経費

041403, 165416, 12413, ３０年度 元 年 度 ２ 年 度 ３ 年 度 ４ 年 度

( )939356,( )812362,( )770371,( )855381,( )537392,
予 算 額 939356, 812362, 770371, 855381, 537392,

（要求要旨） 
 
  「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」（平成14年法律第143号）に基づく 
 
拉致被害者等給付金等の支給及び生活相談等に必要な経費である。 
 
 

95199-2609-06-5115拉致被害者等給
付金及滞在援助
金

271308, 395321, 12413,  
  （義務的性格の根拠）北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 
 

１．拉致被害者等給付金 395321, 271308,( )

95016-2125-14-0223拉致被害者等生
活相談等事務委
託費

77094, 77094, 0 １．地方公共団体 77094, 77094,( )

令 和 ６ 年 度 歳 出 概 算 要 求 額 明 細 表

19内 閣 府 所 管（拉致被害者等支援担当室）
(単位:千円)

要求
番号 事 項 ６ 年 度

概 算 要 求 額 備 考前 年 度
予 算 額

対 前 年 度
比 較 増 △ 減


